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地域包括支援センター
からのお知らせ

広告

小清水ヘルスアップ・ヨガ・サークル 

▼090-8275-4063（佃まで）
お問合せ先
お申込み

斜里（火）（水）
サークル
同時募集中！

毎週水曜日 1９：00～２１：00/ふれあいセンター （３週目は図書館）

ホルモンバランスを整えるYOGA
2021年       

9月チャレンジメ
ンバー募集

～骨盤底筋を鍛
えて女性の悩み

を解消！！～

～マイナス１０歳顔へ～
「一日たった３分でもっと若顔へ！」

申込・締切…８月２6日（木）　定員…各タイム 5名

顔ヨガ

小清水神社   ☎62-2607

～ 認知症啓発月間 ～ 認知症の本コーナーの設置
　毎年９月は「世界アルツハイマー月間」、９月２１日は「世界アルツハイマーデイ」です。
　この度、町立小清水図書館では、「世界アルツハイマー月間」にあわせ、認知症や介護について書かれた
本や認知症啓発パネル等を設置します。
　認知症予防や支え合い体制づくりに向けた第一歩
として、認知症や介護について書かれた本や資料に
触れてみませんか。

☎ ６２－４４７３

◎小清水町役場　地域包括支援センター総合相談係　　
　　保健福祉課介護保険係 

認知症や在宅介護などの相談窓口

8月は現況届提出月です。 受給されている方は必ず提出してください。 

　ひとり親家庭またはこれに準ずる家庭の養育者に支給されます。
・ひとり親家庭で一定以上の条件を満たしている児童を監護している母または父、もし
　くは養育者。
・配偶者が一定の障がいの状態にあり、児童を監護している父または母。

・児童、母または父、もしくは養育者が国内に住所を有しない場合。
・児童福祉施設等に入所または里親に委託されている場合。
・公的年金、遺族補償等を受給している場合。
・受給資格者、配偶者、生計を同じくする扶養義務者（父母兄弟姉妹等）の所得が一定以
　上ある場合。

　精神または身体に障がいを有する児童の養育者に支給されます。
・満20歳未満で一定以上の障がいを有する児童を監護する父または母、もしくは養育者。
・児童、受給者が国内に住所を有しない場合。
・児童が障がいにより公的年金を受給できる場合。
・受給資格者、配偶者、生計を同じくする扶養義務者（父母兄弟姉妹等）の所得が一定以
　上ある場合。

役場保健福祉課福祉係　  　　　　　　　電話直通  ☎  （６２）４４７3お問い合わせ先

　ストレスの多い現代社会では、悩み事や心配事を抱え込んで、問題をなかなか解決できなくなり、からだの不調
となってあらわれることがあります。原因となる心の病気には、うつ病、不安障害、統合失調症、アルコール依存、
認知症などと様々な病気がありますが、なかなか病院を受診できず、症状が長引いてしまうことがあります。
　そこで、心の病気や、精神的な変調によってからだが不調な方、物忘れ等で困っ
ている方、またはそのご家族の方などを対象とした個別相談会を実施します。
　予約申込み制となりますので、希望される方は下記までお申し込みください。

令和3年度『移動精神保健相談会』の開催について
（個別相談）

今年もお神輿は
残念ながら中止とさせて

いただきます

１．日　　時

２．場　　所

４．申 込 先

５．申込期限

6．そ の 他

３．相談担当医

令和3年１０月１5日（金）
１０時～１６時予定　（予約制）

ふれあいセンター『みずなら』

網走向陽ヶ丘病院医師

小清水町役場　
保健福祉課健康推進係
☎ ０１５２（６２）４４８０

１０月１日（金）まで 

・相談は予約制で個別に実施致します。
・申し込み時に相談内容について、さしさわりの
　ない程度でお伝え下さい。
・申し込みが多数となった場合は、お断りする場
　合がありますので、ご了承下さい。

制 度 内 容

受 給 要 件

受 給 で き な い
場合または受給
額の一部が減額
さ れ る 場 合

制 度 内 容

受 給 要 件

受給できない
場 合
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【設置期間】　令和３年９月１日（水）～９月２９日（水）
【設置場所】　町立小清水図書館
共　催/町立小清水図書館・小清水町

お知らせ Information


